
目

次

告

示

○
建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
に
係
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の

工
程
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分
に
係
る
聴
聞
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
四

公
安
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会

計

課
）
…
五

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
九
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
一

項
第
二
号
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
に
係
る
特
定
工
程
及
び
特
定

工
程
後
の
工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

中
間
検
査
を
行
う
区
域

青
森
県
の
区
域
（
青
森
市
、
弘
前
市
及
び
八
戸
市
の
区
域
を
除

く
。
）

二

中
間
検
査
を
行
う
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

中
間
検
査
を
行
う
建
築
物
の
構
造
、
用
途
及
び
規
模

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物

（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
建
築
物
、
法
第
六
十
八
条
の
二

十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
証
型
式
部
材
等
で
あ
る
建
築
物
並
び
に
法
第
八
十
五
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
当

該
下
欄
に
掲
げ
る
規
模
の
も
の
と
す
る
。

用

途

規

模

１

劇
場
、
映
画
館
又
は
演
芸
場

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
三
階
以
上
の
階

に
あ
る
も
の
（
床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の
又
は
主
階
が
一
階
に
な
い
も
の

（
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除

く
。
）

２

観
覧
場
（
屋
外
観
覧
場
を
除
く
。
）
、

公
会
堂
又
は
集
会
場

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
三
階
以
上
の
階

に
あ
る
も
の
又
は
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の

３

病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
児
童
福
祉
施
設

等
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
三
階
以
上
の
階

に
あ
る
も
の
又
は
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

青
森
県
報
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第
千
三
十
五
号

令
和
八
年三

月
二
日

（
月
曜
日
）



年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
十
五
条

の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設

等
を
い
う
。
）
、
ホ
テ
ル
又
は
旅
館

上
の
も
の

４

下
宿
、
共
同
住
宅
（
階
数
が
三
以
上
で

あ
る
共
同
住
宅
で
あ
っ
て
、
床
及
び
は
り

に
鉄
筋
を
配
置
す
る
工
事
が
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
、
寄
宿
舎
、
一
戸
建
て
の
住

宅
、
長
屋
及
び
兼
用
住
宅

地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
上
の
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

５

学
校
、
体
育
館
、
博
物
館
、
美
術
館
、

図
書
館
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
キ
ー
場
、

ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳
場
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の

練
習
場

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
三
階
以
上
の
階

に
あ
る
も
の
又
は
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の

６

百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示
場
、

キ
ャ
バ
レ
ー
、
カ
フ
ェ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ

ブ
、
バ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
遊
技
場
、

公
衆
浴
場
、
待
合
、
料
理
店
、
飲
食
店
又

は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
（
床
面
積
が

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除

く
。
）

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
が
三
階
以
上
の
階

に
あ
る
も
の
又
は
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の

四

指
定
す
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
構
造
の

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
工
程
と
す
る
。

建
築
物
の
構
造

特

定

工

程

特
定
工
程
後
の
工
程

１

木
造

軸
組
工
事
（
枠
組
壁
工
法
に

あ
っ
て
は
枠
組
工
事
、
木
質

プ
レ
ハ
ブ
工
法
に
あ
っ
て
は

組
立
工
事
）
及
び
屋
根
工
事

仕
上
げ
工
事
（
特
定
工
程
に

係
る
部
分
の
中
間
検
査
が
困

難
と
な
る
場
合
は
、
下
地
工

事
）

２

組
積
造
及
び
補
強
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造

二
階
の
床
版
（
二
階
が
な
い

場
合
は
、
屋
根
版
）
の
配
筋

二
階
の
床
版
（
二
階
が
な
い

場
合
は
、
屋
根
版
）
の
コ
ン

工
事

ク
リ
ー
ト
打
設
工
事

３

鉄
骨
造

二
階
の
床
版
の
取
付
工
事

（
二
階
が
な
い
場
合
は
、
建

方
工
事
）

耐
火
被
覆
工
事
及
び
仕
上
げ

工
事
（
特
定
工
程
に
係
る
部

分
の
中
間
検
査
が
困
難
と
な

る
場
合
は
、
下
地
工
事
）

４

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造

二
階
の
床
版
（
二
階
が
な
い

場
合
は
、
屋
根
版
）
の
配
筋

工
事
又
は
取
付
工
事

二
階
の
床
版
（
二
階
が
な
い

場
合
は
、
屋
根
版
）
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
打
設
工
事

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
が
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
十
四
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条

の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

被

聴

聞

者

聴

聞

期

日

聴

聞

場

所

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
の
一

株
式
会
社
不
動
産
セ
ン
タ
ー
十
和
田

令
和
八
年
三
月
九
日

午
後
二
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
三
階
県
土
整

備
部
会
議
室

青
森
県
告
示
第
九
十
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

（ ）2青 森 県 報 第1035号令和８年３月２日 月曜日



る
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条

の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

被

聴

聞

者

聴

聞

期

日

聴

聞

場

所

中
野
渡
健
一

令
和
八
年
三
月
九
日

午
後
三
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
北
棟
三
階
県
土
整

備
部
会
議
室

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
七
二
の
一

畑

六
、
三
六
六

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
八
三
の
七

畑

六
八
一

二

利
用
権
の
内
容農

地

の

区

分

利
用
権
の
内
容

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
七
二
の
一

賃
借
権

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
八
三
の
七

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

農
地
の
区
分

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
七
二
の
一

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
八
三
の
七

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

農
地
の
区
分

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
七
二
の
一

六
〇
四
、
〇
〇
〇

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
八
三
の
七

六
四
、
〇
〇
〇

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

農
地
の
区
分

所
有
者
等
に
係
る
情
報

平
川
市
尾
崎
浅
井
一
七
二
の

一

令
和
二
年
十
二
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確

知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
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平
川
市
尾
崎
浅
井
一
八
三
の

七

令
和
二
年
十
二
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確

知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
建

築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
八
年
七
月
五
日
（
日
）
午
前
十
時
十
五
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

令
和
八
年
九
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
十
時
十
五
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

令
和
八
年
十
月
十
一
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
申
込
手
続

新
規
受
験
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を
行
う
も
の
と
す

る
。

１

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
）
午
後
四
時
ま
で

２

受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w
w
w
.jaeic.or.jp/）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む

こ
と
。

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体

に
障
が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
八
年
四
月
七
日

（
火
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

三

合
格
発
表

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
八
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
）

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
八
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
）

四

そ
の
他

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
付
期
間
内
に
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

試
験
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
（
電
話
〇
一
七
―
七

七
三
―
二
八
七
八
）
に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。
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公

安

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

安

田

貴

司

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
ボ
リ
ュ
ー
ム
ラ
イ
セ
ン
ス
賃
貸
借
契
約

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
一
月
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

昭
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
四
の
三

六

落
札
金
額

六
百
七
十
九
万
千
四
百
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を

落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

安

田

貴

司

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
警
察
緊
急
配
備
指
揮
支
援
シ
ス
テ
ム
増
設
装
置
用
鋼
管
柱
賃
貸
借
契
約

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
一
の
二

六

契
約
金
額

六
十
四
万
五
千
二
百
六
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
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